
□三］
登録事項味についての森明（庶齢者住まい法第17条関係）

年月日

登録車項等についての説明

貸主（甲）住所神奈川県平塚lii上尾772-1

氏名株式会社ティヽー・シー・エス印

代理人 （主所

氏名

サービス付き高齢者向け住宅への人居に係る契約を締結するに当たり、高齢者(J)居住の安定確保に閲する法

祁第17条に基づき、以下の事項について、菩面を交付して説明します。

1.サービス付き高齢者向け住宅の名称及び所在地

（ふりがな） けあぷるにじゅういちとつか
・・・・・・""''"'..............................、......●● ● ●ヽ●................噸.......................................、.......,..................、................”..................、......................................

住宅の名称
ケアプロ21ピ）か

所在地 （住居表示）〒?.45-0053伸奈川県横浜市戸塚区卜．矢部町l953番地1

■ 1．常阜（ 東海道線 戸塚 駅から バス で 10分）
利用交通手段

□ 2．その他（ ） 

住宅に関する 門 l．所有権 ■2．賃借権 □3.使用貸借による権利
権原 期間 2017年 1月 l Hから 2046年 l2月 31日まで

施設に明する □ 1．所有権 ■2．賃借権 □3.使用貸借による権利
権原 期間 2017年 1月 1日から 2046年 12月 31 Sまで

敷地に関する □ 1．所有権 □2.地上権 ■3．貨借権 □4.使用貸偕による権利
権原 期間 2017年 1月 L日から 2046年 l2凡 31 IJまで

注）住居表示が決まっていない場合には、地名地番を記栽すること。

2.サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者

法人・個人の別 ■法人 口仙人

商号、名称
（ふりがな）かぶしきがいしゃていーし一えす
.......,................................,...,..............................................................● ● 9,...... ̀．．．．．．．．暑9● ● ● 9 ●........,●疇...............書.....,...,......,.......,.......,..,....,..,.'"●.........

又は氏名 株式会社ティー・シー・・エス

住所（法人に
（郵便番号 259-1205 ） 

あっては主た
神奈川県平塚市士屋772-l

る事務所の所
在地）

鼈話番号 04.63-59-0311 

法人の役貝 別添 l のとおり

（ふりがな）
、....,..,....,..,...,...,..,.........*.....................響.,......,............,...................,.,..,.......,..................................................,...,...,..,...,,..,......,,...........................

商号、名称、又は氏名

法定代理人
仕所（法 （郵便番号

（未成年0)個人 人にあっ

であるぢ合｝ ては主た

る事務所
の所在地） 常話番号

法人の役員 別添 2 (/,.)とおり



3.サ―`ビス付き裔齢者向け住宅亨業を行う者の事務所

（ふりがな）かぶしきがいしゃてぃーし一えす
.................................. . ・・・・・、，．．．．.................疇●● ● ● ●雫●● ● ● ●”.............● ● ●疇...奪 .......,.............................................................,.,"、...................、●ヽヽ...................

市務所の名称
株式会社ティー・シー・エス

（郵便番号 259-1205 ） 

事務所の所在地 神奈川県平塚市上屋772番地の1

電話番号 0463-59-0311 

4.サービス付き病齢者向け住宅の戸数、規模並びに構造及び設備

住宅戸数 登録HI請対象戸数 30戸

居住部分の規 （最小） 18 m 2 

棺 （最大） 21.6 nf 詳細については、別添 3 の四おり

共同利川設備 ■あり □なし
構造及び設備

梢造 木造 階数 地上2 階建

竣 Lの年月 2017 年 1月 1 I] 

■登録基準に適合している
加齢対応構造 ■エレベ、ーターを備えている
等

■緊急通報装低を備えている

5．サービス付き高齢者向け住宅の人居契約、入居者姿格及び入居朋始時期（居住の川に供する前である場合）

入居契約の別 ■賃袋惜契約 □その他
入居契約が賃
貸借契約でな
い楊合には、
その旨

終身賃貸半業
者の事業の認 口法第52条の認可を受けている
nf 

次の①又はO)に該当する者である。
①単身高齢者廿帯
②高齢者＋同居者（配偶者／60歳以！：の親族／妥介護認定Xは要支援認定を受けて

入｝t｝者の資格 ●いる
60歳末満の親族／特別な理由により同居させる必要があると知事が認める者）
（「商齢者」とは、 60歳以卜.の者又は要介護認定料しくは要支援託定を受けている60歳未澗
の者をいう。）

人居契約の
妙lJ添入居契約書のとおり

内容

※以下は、入居の用に供する前である易合に限り記人することC

！入居開始時期I 年 月 Hから I 



6.サービス付き高齢者向' E宅において提供される高齢者生活支援サービス．び入居者から受領する金銭

サピスの種類 提供形態 提供の対価（慨算•月額）

状況把握、生活 ■ 自ら口委託 約 33,000 円
相談

詳細について
而齢者生活支 食事の提供 ■ 自ら 口委託 口提供しない 約 59,400 円 は、
援サービス

入浴等の介護 ■ 自ら 口委託口提供しない 約 17,600 円 別添 4 

潤理等の家事 ■ 自ら 口委託口提供しない 約 8,800 円 のとおり

健康の維持増進 ■ 自ら 口委託口提供しない 舵 5,500 円

その他 ■ 自ら 口委託口提供しない 約 円

家賃の概算額
（最低） 約 72,000 円

住戸ごとの内容は別添 3 のとおり
（最?,16) 約 75,000 円

（最低） 約 23,000 円
共益費の概算額

（最高） 約 23,000 円

敷金の概算額
（最低） 約 144,000 円

家賃の 2月分
（最高） 約 150,000 円

水道光熱費の
支払方法

前払金※の有
口あり ● なし

無

家賃等の前払
（最低） 約 円 （最高） 舵 円

金の概算額

家賃等の前払 家賃

金の算定の基 . -

礎
サービス提供
の対価

返遠額の算定
方法

家賃等の前払
金の返還債務

年 月 Hまで
が消滅するま
での期間

家賃等の前払
金の返還額の （※原則として入居英約に定めた契約の始期を起算日とする。）
推移

前払金の保全 口銀行による債務の保証 口信託会社等による元本補てん又は信託

措置の内容 口保険事業者による保証保険 □その他（ ） 

特定施設入居 口指定を受けている
者生活介護事
業所 ■指定を受けていない

地定域施設密入看型居者特 口指定を受けている

生活介護事業 ■指定を受けていない
所

介護予防特定 口指定を受けている
施設入居者生
活介護事業所 ■指定を受けていない

介護サーピス
（特定施設入居者生活介護事業者、地域密着型特定施設入居者生活介護事業所若しくは介
護予防特定施設入居者生活介護事業所の指定を受けている場合には、別紙により、介護保険

情報
法第115条の35第1項に規定する介護サービス情報を示す。）

※前払金とは、終身又は入居契約の期間にわたって受領すべき家賃等の全部又は一部を一括して受領する場
合をいう。



7.サービス付き高齢者向け住宅の管理の方法等

管坤の方式 ■自ら貸罪 口管理業務を委託

委託する業務
の内容（契約
幸項）

管理業務の委託先

（ふりがな）

商号、名称
•• .......................● ● ● ●● ● ●正● ● ● ●噌●1 ● 9 9 1 1 ●●,..,...,,...,....,.............● 9疇•,................,,,,●●,...,..............、"●● ● ● ● ●壽●●ヽ●●ヽ..ヽ●● ● ● 9,..,.、"'●書ヽ．．．．．．．．．．．．．，．．．，．．．．．幽9●..............................亀

又は氏名

住所（法人に
（郵便番号 ） 

あっては上た

る事務所の所

在地）
電話番号

修躇計画

計幽策定の □あり ■なし
有無

大規模修緒の
頃実施予定

実施予定

その他計画的
な修締予定

登録の更新の 入居者の数 一人
申油の日前一
年間における
入居者の数及

退去者の数 一人び退去者の数

※登録の更新の申諸の日前一年間における入居者の数及び退去者の数は、法第5条第2項の登録の更新(J)申
請をする場合に限り記入すること。

8.サービス付き高齢者向け住宅と併設される商齢者居宅生活支援宰業を行う施設（該当する場合のみ）

施設の名称 提供されるサーピスの概要 車業所の場所

■日一の建築物内
株式会社ティー・シー・エス戸塚営業所 防閥介護・介護予防訪閥介護 □同 1(J)敷地内

口隣接するJ.:地

口同一の建築物内

[7 Ip1ーの敷地内

口隣接する土地

□同一の建抵物内
□lriJーの敷地内
口隣接する土地

口同一の建抱物内

□同一(J)敷地内
口隣接する土地

， J 



9.高齢者居宅生活支援事業を行う者との連携及び協力（該当する場合のみ）

連携又は協力の相手方

事業所の名称

事業所の所在
地

連携又は協力
の内容

（ふりがな）

（郵便番号

10．保健医療サービスを提供する体制に関する宰項

保健医療サー
ピスを提供す
る体制に関す
る事項

電話番号

※保健医療サービスを提供する湯合に限り記入すること。

11.運営方針

別添5のとおり

,. 

12．登録の申請が基本方針（及び高齢者居住安定確保計画）に照らして適切なものである旨

基本方針、県及び横浜市の高齢者住宅安定確保計画に沿って適切に運営します。

上記につきまして、高齢者の居住の安定確保に関する法律第17条に基づく書面による説明を受けました。

年月日

借主（乙）住所

氏名



1別添 l 

役員名簿

（ふりがな），．．．．．．．．、．．．．．．．．．．．．．ヽ●●● ●ヽ●，．．．．．．．．．．．.................................................●,...............................,.......................,

氏名 役名等

かわうちみきお...........、,.............................................................................,...、......................................................

川内美喜男
代表取締役

あいはらひろなお........ -・．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・-・・・・・・--""・・--・・・・..・・--・.. ····--·••"•················--··············"""'···............................... 
相原弘直

代表取締役

こしどまさあき............................................................... -.................................................................................... 
越戸雅昭

取締役

かわうちまさひこ．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．＿．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．、．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

川内正彦
取締役

かわうちいちろう...........、.............、..................、...............、.................、....."..............................................,.,..............、

川内一郎
監査役

法第6条第1項第3号に該当する者を全て記載すること。記載しきれないときは、この様式の例により作成した
書面に記載し、その書面をこの書面の次に添付すること。

（＇ 



1別添 2 

役員名簿

（ふりがな）.......................................................................................................... -......................,.................. 
氏名 役名等

法第6条第1項第4号の役員に該当する者を全て記載すること。記載しきれないときは、この様式の例により作
成した書面に記載し、その書面をこの書面の次に添付すること。



別添 3 I 
住宅の規模並びに構造及び設備等

1.専｝廿音砂分の規模並びに構造及び設備等

住棟番号
専用部分の

構造及び設備※ 住戸数 住戸番号 月額家賃

床面積 完 便 洗 浴 台 収 （該当するものを
（概算額）(nf) 備 所 面 室 所 納 全て記載）

（戸） （円）
lUl, IUl:I, lU!:I, 

1 18.00 X 

゜
。X X 
゜

19 115 72,000 
?01~?15 

1 21.60 X 。。X X 0 11 
102~107、

75,000 
110~114 

注 1)住戸の規模並びに設備及び棉造のタイプ別にまとめて記載すること。

注2)設備及び構造欄の『完備』は、各戸に便所、洗面、浴室、台所及び収納の全てを備えるものを表す。

※有りの場合は0、無しの場合はXを記載すること。完備の場合は、完備を含め全ての欄に0を記載すること。

2.共同利用設備等

設備等 整備箇所数
合計床面積

整備箇所
想定利用戸

備考
(n-f) 数（戸）

浴室 2 24.17 1階1箇所、 2階1箇所 30 

食堂 1 65.93 1階1箇所 30 

共同便所 1 5.14 1階1箇所 30 

収納設備 l 6、00 1階l箇所（飼人ロッカ-) 30 

1階食惟内4.23
台所 2 7. 4 7 1階1箇所、 2階1箇所 8 m3、2階談話奎

内3.241-ri'

談話室・
1階29.33対、2

談話コー 5 47.70 1階3箇所、 2階2箇所 30 

ナー
階18.37nf

脱衣・洗
1 14.87 1階1箇所 30 

潅室

注）整備箇所は、添付図面との対応関係を明確に記載すること。



戸
1．状況把握及び生活相談サーピスの内容

提供形態 ■サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

委 （ふりがな）

託 商号、名称
鳥●....,.......曾●●........................麟.........雫•...............................疇......................................................................................................,.................... . ................囀•

す 又は氏名

る
場

＾ ロ

住所（法人 （郵便番号 ） 

の にあっては

委 主たる事務

託 所の所在

先 地） 電話番号

口函療法人 口 指定居宅介護支援事業者

サービスを提供 口社会福祉法人 ■ 指定介護予防サービス事業者
する法人等の別 ・ 指定居宅サービス事業者 口 指定介護予防支援事業者

口指定地域密着型サービス事業者 口 上記以外の法人等 t 

口医師 人員 人 口 社会福祉士 人員 人

サービスを提供 ■看護師 人員 1人 口 介護支援専門員 人員 人

すな者の人数 ■准看護師 人員 1人 ■ 養成研修修了者 人員 1人

・介護福祉士 人員 4人 ． 上記以外の職貝 人員 13人

■同一の敷地内 口隣接する土地

常駐する場所
□ 近接する土地
（所在地 ） 

常駐する日 ■365日対応 口次の期間を除く（ ） 

日中 08 時 30分 ～ 17時 30分 人員 1人
常駐する時間

上記以外の時間 17 時 30分 ～ 08時 30分 人員 1人

毎日1回以上の
館内巡回、室温管理 毎日 6 回

状況把握サーピ
スの提供方法 ・ 入居者から居住部分への訪問を希望する旨の申出があった場合は、当該居住部分への訪問

（近接する土地に常駐する場合のみ）

常駐する日 00 時 00 分 l;~ 24時 00 分
提供時間

24時間緊急通報サービ 上記以外の日 口 I ！ ． ヽ ヽ ， I 

スの内容 通報方法 各戸（居室・トイレ）及び共用部トイレなどに設置する緊急通報設備

通報先 1階宰務所 1通報先から住宅までの到着予定時間 1分

緊急時における
居室訪問→状態確窮→必要に応口度急車手配及び訪問診療先連絡

対応の内容

介護保険サービスの利用方法・施設内設備取り扱い方法

生活相談サービ
スの内容 提供日 ■365日対応 口その他（ ） 

提供時間 8時30分～ 17時30分



サービス提供の 月額※ 約 33,000円 前払金の
対価（概算額） 前払金 約 円 算定方法

備考
33000円には住宅で基本サービスとされている①夜問及び緊急時対応サービス②生活支援（相談
等沙ービス③定期的なイベント

※サービス提供の対価を月額で設定していない場合は、 301:l間利用した場合の金額を記載すること。

2．食事の提供サーピスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 ■サーピス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

（ふりがな）
商号、名称

.......................................................................,..................● ●'.......,..,...,.....................書．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．，．．~．．．鳥．．．，．．．.................................................. ..

又は氏名

委
託
住所（法人 （郵便番号 ） 
す
る にあっては

場 主たる事務

＾ ロ 所の所在の 地） 電話番号
委

（郵便番号 ） 託 住所（法人

先 にあっては
本業務に係
る事業所の
所在地） 電話番号

食事提供を行う場所 ■食堂 口各居住部分 口その他（ ） 

提供日 ■365日対応口その他（ ） 

内容 ■ 3食 ロ入居者が選択 口次の食事は提供しない（ ） 

調理等 ■厨房で調理 □配食サービスを利用 □その他（ ） 

提供方法
入居者の健康状態に合わせた食事対応

■ 応相談
口対応なし

入居者の健康状態に合わせた各居室への配食対応
■ 応相談
□ 対応なし （ 

月額※ 約 59,400円 内訳 朝食 610円 昼食 680円 夕食 690円
サービス提供の

前払金の対価（概算額） 前払金 約 円
算定方法

59,400円は1日3食、 1か月30日利用した場合。
備考 とろみ、きざみ、ミキサー食は9食ブラス55円。

個別に居室への配食は要相談

※サービス提供の対価を月額で設定していない場合は、 30日間利用した場合の金額を記戟すること。

3.入浴、排せつ、食事等の介護サービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 I ■サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

（ふりがな）
商号、名称 ＇．．．．．．．．．．．．，．．．，．．．．，．．．．．．，．．．,........................,.....................................ヽ.............................................................................................................................雫.....

又は氏名

委



託
住所（法人 （郵便番号 ） 
す
る にあっては

場 主たる事務

合 所の所在

の 地） 電話番号
委

（郵便番号 ） 託 住所（法人

先 にあっては
本業務に係
る事業所の
所在地） 電話番号

提供日 ■365日対応 □その他（ ） 

提供方法
内容
■入浴介護 ■排せつ介護 ■食事介護
口その他 （ ） 

サーピス提供の 月額 約 17,600円 前払金の
対価（概算額） 前払金 約 円 算定方法

上記の金額は入浴介護（介護保険外）月8回利用した場合 17,600円
備考 その他排泄介助（オムツ交換）1回330円

食事介助1回660円

4.調理、洗濯、掃除等の家事サービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 ■サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

（ふりがな）．．．．．．．，．．．．．．．....................................................,●● ● I ●●響9● ◆......................,..,...,....,.....‘‘......,.,...*...........,.......，．．．....● ● ●●,,.................... ~..,................................,.... 
商号、名称
又は氏名

委
託

（郵便番号 ） す 住所（法人
る にあっては
場 主たる事務

＾ ロ 所の所在の 地） 電話番号
委

（郵便番号 ） 託 住所（法人
先 にあっては
本業務に係
る事業所の
所在地） 電話番号

提供日 ■365日対応 □その他（ ） 

提供方法
内容
口調理 ■洗濯 ■掃除
0その他 （ ） 

サービス提供の 月額 約 8,800円 前払金の
対価（概算額） 前払金 約 円 算定方法

備考
上記の金額は洗濯•清掃を各4回／月利用した場合8,800円／月額
居室清掃1回1,100円。洗濯1回1,100円

5．健康の維持増進サービスの内容（該当する場合のみ）

I 提供ー形態 1 ・サーピス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する



（ふりがな）..........................................................................,........................................................................................................,................................................ 
商号、名称
又は氏名

委
託

（郵便番号 ） す 住所（法人
る にあっては

場 主たる事務
合 所の所在

の 地） 電話番号
委

（郵便番号 ） 託 住所（法人
先 にあっては
本業務に係
る事業所の
所在地） 電話番号

提供日 ■365日対応 □その他（ ） 

提供方法
内容
■健康相談 ■血圧等の測定 口定期検診 ■通院等の付き添し
□その他 （ ） 

サービス提供の 月額 約 4,400 円 前払金の
対価（概第額） 前払金 約 円 算定方法

上記の金額は通院等の付き添い（介護保険外）月 1回／2時間利用した場合4,400円
備考 その他、血圧等の測定月額5,500円

健康相談は基本サーピスに含む。

6．その他のサービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 ■サーピス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

（ふりがな）
商号、名称

..........．．．．亀＊ヽ．．，．．．．會..........................鬱....鬱...........,...........,......,..雫●●● ●●，．．．．．．．．．＊•••...........疇.........,............,..,........,....,...................,.......................疇...............`......

又は氏名

委
託
住所（法人 （郵便番号 ） 
す
にあっては
る
主たる事務
場
ム<
所の所在

の
地） 電話番号

委
住所（法人 （郵便番号 ） 
託
先 にあっては
本業務に係
る事業所の
所在地） 電話番号

提供日 ■365日対応 □その他（ ） 

提供方法
内容 介護保険外のサーピス

サービス提供の 月額 約 円 前払金の
対価（概算額） 前払金 約 円 算定方法

①薬の管理月額31300円②買い物代行 1回1,100③買い物付き添い l5分770円④看護師による
備考 医療行為援助（褥癒処置、摘便、ストマ交換等）l5分660円その他フロントサービス（訪問者の受

付、郵便発送／受取、タクシーの手配）は生活支援サービス賛の基本料金に含みます。



|月IJ添 5 1 

運営方針

項目

重要事項を記載した書面のひな形を公開する

入居及び退去の条件を書面に記載する

入居者の低人情報の保護に関する事項を誉面に記載する

入居者に対する虐待を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修及び担当者の配置
を行う

やむを得ず行う身体的拘束その他の入居者の行動を制限する行為に関して、委員会の開
催、指針の整備及び研修を行う

入居者のプライバシーの確保について、職員に周知する

入居者に与えた損害を賠償するための措置を講じる

入居者からの相談及び苦情に適切に対応するための体制を整備する

サービス付き高齢者向け住宅への入居及びサービス付き高齢者向け住宅において提供され
る福祉サービスの利用に必要な費用に関する嘗類を発行することができる

入居者及びその家族と意見を交換する機会を設ける

地域社会との交流及び連携を図る

災害に対応するための仕組みを整備する

事故の発生及び再発を防止するための仕組みを整備する

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための仕組みを整備する

入居者の健康状能及び生活状況を把握し、変化があったときは、当該入居者の家族に連絡
する仕組みを整備する

入居者間の交流の促進を図る

登録事業者又は登録事業者から委託を受けた者から提供される福祉サーピスと、それ以外の
者から提供される福祉サービスを明確に区分する

入居者が希望する場合には、介護サービスの提供に必要な当該入居者に関する情報を、介
護支援専門員と共有する仕組みを整備する

基本理念及び基本方針を定めるとともに、これらを職員及び入居者に周知する

職員の教育及び研修に関する計画を策定する

職員に対して、認知症に関する研修を行う

職員を登録事業者が行う研修以外の研修に参加させる仕組みを整備する

サービス付き高齢者向け住宅事業の実施に必要な人材の確保のために必要な措匿を譜じる

該当

■はい
□いいえ
■はい
□いいえ
■はい
□いいえ
■はい
□いいえ
■はい
□いいえ
■はい
口いいえ

■はい
□いいえ
●はい

□いいえ
■はい
□いいえ
■はい
口いいえ

■はい
□いいえ
■はい
□いいえ
■はい
□いいえ
●はい

口いいえ

■はい
□いいえ
■はい
口いいえ

1.はい

□いいえ
■はい
□いいえ
●はい

□いいえ
●はい

□いいえ
■はい
□いいえ
■はい
□いいえ
●はい

□いいえ



別紙 1

サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた有料老人ホーム重要事項説明書

（「登録事項等についての説朗」の補足）

作成13 2024年 10月01日

登録番号浜26(2) 021 

施設名 ケアプロ 21とつか

「1サービス付き高齢者向け住宅の名称及び所在地」について

開設年月日 2017 年 1月 1日

住宅の管理者氏名※l 柏木剛志

電話番号 IFAX番号 045-390-0003 

メールアドレス carepro21totsuka@tcs-h.co. jp 

ホームページアドレス http:/,'IWW.tcs-h.co. jp/ 

※1 管理者を配置している場合に記入

「2．サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者」について

FAX番号 045-390-0004 

ホームベージアドレス http:/www.tcs-h.co. jp/ 

資本金（基本財産） L 000万円

主な出資者（出捐者）とその

金額又は比率※2

設立年月日 平成元年 5 月 1 日

直近の事業収支決算額※3 （収益）116,466（千）円 （費用）107,214円 （損益）9,252円

会計監査人との契約 あり（古田土公認会計士・税理士事務所）

他の主な事業 在宅福祉サービス・ハウスクリーニング・寝具丸洗い乾燥

※2 出資（出捐）額の多い顛に上位3者の氏名又は名称並びに各出資（出捐）額又は比率を記入。

※3 原則として、収益は売上裔＋営業外収益、費用は売上原価＋販売費及び一般管理費＋営業外費用、

損益は経常利益とする。

「3．サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者の事務所」について

FAX番号 1045-390-0004 

ホームページアドレス lhttp:/www.tcs-h.co. jp/ 

「4．サービス付き高齢者向け住宅の戸数、規模並びに構造及び設備」について



建築荼準法上の主要用途 寄宿舎 ． 共同住宅 • ◎老人ホー竺). その他

曇・ 準耐火構造 ． その他（
建築物の耐火構造

） 

消火器 あり

自動火災報知設備 あり

火災通報設備 あり
消防用設備等

スプリンクラー あり

防火管理者 あり

防災計画 あり

緊急通報装置等の種類及び設置箇所

各戸（居室・トイレ）及び共用部トイレ等に設置する緊急通報設備

緊急通報装置等
安否確認の方法・頻度等

緊急連絡•安否確認
1日1回以上、居室部分への訪問叉は食事サービス等の提供時に確

号ゅ刃む

「5．サービス付き高齢者向け住宅の入居契約、入居者資格及び入居開始時期（居住の用に供す

る前である場合）」について

(1)入居契約の状況等

身元引受人等の条件及び義務
入居者が病気・脂肪などの場合に連絡、相談などに応じ適切な

対応を行う。入居契約が解約・解除、終rした場合に身柄を引
等※4

き受け、本物件の」明け渡しに連帯して責任を負う。

生活保護受給者の受入れ対応
可 但し、要介護度3の方より受け入れ可能。家賃・共益費・食

費はお問い合わせください。

事業者又は入居者が入居契約 入居者は少なくとも30日前に解約申し入れを書面にて可能。事

を解除する場合の事由及び手 業者は入居者に対し建物賃貸契約書第20条①②③に該当する場

続等※5 合に限り、少なくとも6か月前に解約の申し入れを書面にて可能

自宅等 0人

社会福祉施設 1人

退印99 I 
退去先別の人数 医療機関 0人

去□ 死亡者 1人

者 | T その他 0人
の'--
状お 0人
況け
る

事業者側の申し出 （解約事由の例）
生前解約の状況

入居者側の申し出 1人



（解約事由の例）

社会福祉施設への入居希望の為

体験入居の期間及び費用負担 1泊3食7,700円（税込）期間はおおむね1日間を基本としま

等 す。介護保険法のショートステイとは異なります。

※4 入居契約書に身元引受人や後見人等の選任を定めている場合に記入

※5 入居契約の条項に沿って、解除の事由及び手続、予告期間、前払金の返還時期等を正確に記入。

(2)入居状況等 （令和7年 9月1日現在）

性別 男性 11 人、女性 16 人

自 立 1人

入居者内訳 介護の 要介護3 10人

要否別 要介護4 8人

要介護5 5人

要支援1 人

要支援2 1人

平均年齢 歳（男性 82歳、女性 85歳）

注）介護の要否別及び平均年齢については、入居者数が少ない等の状況により、個人が特定される場合

には、プライバシー保護の観点から記入する必要はない。

「6 サービス付き高齢者向け住宅において提供される高齢者生活支援サービス及び入居者から受領す

る金銭Jについて

(1)運営に関すること

入居者に対して24時間の安心と、快適で心身ともに充
実し安定した生活を送ることができるよう状況把握•生
活相談サービスを基本サービスとすると共に、入居者の

運営に関する方針 選択による各種サービスを提供。また入居者の生活に関
係する医療、保健、福祉機関との連携を図り、適切な支
援となるよう常にそのサービスの質と向上に努めるも
のとします。
ケアプロ 21とつかはとなりのトトロの森を思い出すよ
うな静かなエリアに隣接し、樹をふんだんに使用した共

サービスの提供内容に関する特色 用部はまるで森野ガーデンテラスを想像させます。 2回
は女性専用フロアとし、自由で気ままな暮らしを楽しめ
ます。

運営懇談会の開催状況 ※6 

（開催回数、設置者の役職員を除く参 年2回 5月 12月 予定

加者数、主な議題等）

※6 運営懇談会を設置している場合は記入



(2)苦情等の取り扱い

ケアプロ21とつか苦情相談窓口

担当者 柏木剛志（カシワギタケシ）

TEL : 045-390-0003 

苦情解決の体制（相談窓口、責任者、連 応対は平日 午前9時～午後5時まで

絡先、第三者機関の連絡先等） 他、横浜市健康福祉局高齢健康福祉部高齢施設課

TEL : 045-671-3923 

応対は平日 午前8時30分～午後5時15分まで

土日祝日年末年始はお休み

事故発生時の対応（医療機関等との連 直ちに緊急要請を行うとともに、入居者の身元引

携、家族等への連絡方法・説明等） 受人等に連絡し、必要な処置を行います。

事故発生の防止のための指針 あり

損害賠償（対応方針及び損害保険契約

の概要等）

サービスの提供に伴う事故等が発生し あり ありの場合の保険名（東京海上日動火災保険株

た場合の損害賠償保険等への加入 式会 介護保険・社会福祉事業者総合保険 ） 

利用者アンケート調査、意見
実施日

1 あり
箱等利用者の意見等を把握す 結果の開示 1 あり 2 なし

る取組の状況
②なし

実施日

1 あり 評価機関名称
第三者による評価の実施状況

結果の開示 1 あり 2 なし

②なし

(3)医療

名 称 湘南ゆずクリニック

診療科目 総合心療内科
協力医療機関（又は嘱託医）

所在地 神奈川県藤沢市大庭220-27
の概要及び協力内容

距離及び所要時間 10キロ 30分

協力内容 訪問診療、往診

名 称 医療法人社団みずほ会アーク歯科クリニック

協力歯科医療機関 所在地 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町120-9

距離及び所要時間 3キロ 15分



協力内容 l訪問歯科診療
入居者が医療を要する場合の

対応（入居者の意思確認、医

師の判断、医療機閲の選定、 管理規定別派6医療に対する対応の通り

費用負担、長期に入院する場

合の対応等）
ー・—

(4)職員体制

ア 職種別の職員数等 (2024年8月1日現在）

常勤換算後の 夜付傭屏慌員象
備 考

職員数 (17待～翌燐）
（資格・委託等）人数 うち雑対応 （最少人数）

管理者 1 （ ） □/ 
生活相談員 1 （ ） 

直接処遇靡員 11 (8)  1 

介護職員 ， (6)  初任者研修

看護職員 2 (2) 看護師

機能訓練指涛員 （ ） 

従業 理学療法士 （ ） 

者の 作業療法士 （ ） 

内訳 その他 （ ） 

計画作成担当者 （ ） 

医師 （ ） 

栄養士 （ ） 

調理員 6 (6)  

事務戟員 （ ） 

その他職員 （ ） 

A ロ 計 （ ） 

介護に関わる繊員体制 ※7 以上

注1)職員数欄の（ ）内は、非常勤職員数で内数。

2)直接処遇職員は、要介護者及び要支援者に対して介護サービスを提供する峨員と自立若に対し

て一時的な介護その他日常生活上必要な援助を行う職員を合わせた数とし、また、常勤換算後の

人数において、自立者対応の人数を内数で記入。

なお、特定施設入居者生活介護等を提供しない場合は、記入不要

3)機能訓練指導員及び計画作成担当者が他の職務を兼務している場合は、職員数の人数に※印を

つけるとともに、兼務じている職名を備考欄に記入。

4)備考襴には、直接処遇職員や調理員等の委託、看護職員等の機能訓練指溝員兼務、計画作成担当



者の介護支援専門貝資格等を記入。

5)状況杷握等を行う職員を配置している楊合は、生活相談員として記入

※7 特定施設入届者生活介護等を掃供しない場合は、記入不要

イ 職負の状況

他の職務との兼務 I①あり 2 

1 あり
管理者

なし

兼務に係る
1--資格等の名称 l資格等

介護福祉士

2 なし

看護職員 介誰戟員 生活相談員
機能訓純
指導員

計画作成
担当者

常勤
非常
常勤
非常
常勤
非常
常勤
非常
常勤
非常

勤 勤 勤 勤 勤

前年度1年間の

゜採用者数

前年度1年間の

゜退職者数

g g 1年末満 1 

¢に
1年以上悶 I 1 

し 3年未満
た
3年以上経 2 験 5年未満； 5年以上

に
10年未満

1 2 7 
応
じ
た 10年以上巖

従業者の健康診断の実施状況 ①あり 2 なし
・-

ウ 要介護者・要支援者に対する直接処遇職具体制（特定施設入居者牛活介護等を提供しない場合は、

記入不要）

前々年度の平均値 前年度の立均値※11 今年度の平均値※10

要支援者の人数

要介護者の人数

指定基準上の直接処遇職員の

人数※8

配置している直接処遇識員の

人数※9



要支援者・要介護者の

合計人数に対する配置 ： 

直接処遇職員の人数の割合

常勤換算方法の考え方※11 常勤釉員の週勤務時間 時間で除して算出

介護職員早番 7: 00 ～ 16: 00 

H勤 9: 00 ～ 18: 00 

遅番 10: 00 ～ 19: 00 

夜勤 ～ 
従業者の勤務体制の概要

看護馳員早番 ～ 

日勤 9: 00 ～ 18: 00 

遅番 ～ 

夜勤 17: 00 ～ 9: 00 

※8 常勤換算後の人数。

※9 常勤換算後の人数。自立者対応の人数を除く。

※10 今年度の平均値は、作成日の前月までの平均値とすること。

※11 「前年度の平均値」及び「常勤換算方法J等については指定居宅サービス等の事業の人員、設

備及び運営に関する基準（平成1l年3月3l日原生省令第37号）等の規定によること

工 状況把握（安否確認）および生活相談サービスに係る臓員の資格取得状況

社会福祉士 人（ 人） 医師 人（ 人）

介護福祉士 5人（ 人） 看護師 1人（ 人）

介護支援専肥員 人（ 人） 准看護師 1人（ 人）

介護職貝実務者研修修了者 人（ 人） 資格なし 人（ 人）

介護職員初任者研修修了者 1人（ 人） —-—---

注1) 資格を複数持っている職員がいる場合は、社会福祉士、介護福祉士の順に優先して記入する．

他の資格を持っている職員を（ ）に外数で記入する。

注2)介護糠員基礎研修及び各ホームヘルパー研修修了者は、介護職員初任者研修に含めて記入する。

(5)登録事項の情報開示

重要事項説明書の公開 ①公開（写し交付） 2非公開

入居希望者等 入居契約書の公開 ①公開（写し交付） 2非公開

への 管理規程の公開 ①公開（写し交付） 2非公開
情報開示

財務諸表の公開 1公開（閲覧．写し交付） ②非公開

事業収支計画の公開 1公開（閲覧．写し交付） ②非公開

(6)その他



ー
＇

横浜市サーピス付

き高齢者向け住宅
整備運営指導指針

に適合していない

事項 ※12 

※12 市の指針上適合していない事項について、指針の8~14に該当する運営面に関することを記
述すること。なお、代替措置及び改善計両等は、別紙で明記することでも可

＜適合していない事項がある場合の内容＞

●特定施設入居者生活介護に関する事項（該当する場合のみ）

(1)介護を行う場所等

要介護時（認知症を含む）

に介護を行う場所

(2)住み替える場合の条件等

入 居室から一時介護室へ移

を居 る場合（判断基準・手続、追

住後 加費用の要否、居室利用権

みに の取扱い等）

替居

え室 従前の居室から別の居室

る又 ヘ住み替える場合（同上）

場は

合施 提携ホームヘ住み替える
舌奴n』
場合（同上）

(3)介護保険に係る利用料

介護保険に係る利用料
0特定施設入居者生活介護 (1か月 30日の例）

（適用を受ける場合は 区分 月 額
利用者負担額

(1割の場合／2割の場合）

、市区町村から交付さ 要介謹1 円 円／ 円

れる「介護保険負担割 要介護2 円 円 l 円

合証」に記載された利
要介護3 円 円／ 円

用者負担の割合に応じ
要介護4 円 円 I 円

た額）※13
要介護5 円 円 I 円



介護保険に係る利用料

（適用を受ける場合は、

市区町村から交付され

る「介設保険仕担割合

証Jに記載された利用

者負担の割合に応じた

額）※13

- I 
〇各種加算の状況

身体拘束脱止取組の＃無 （減算型・基準型）
退院・退所時連携加算 （無・有）

入居継続支援加算 （無・有）

生活機能向上連携｝JU算 （無・有）

個別機能訓練加算 （無・有）
夜間看護体制加算 （無・有）

若年性認知症入居者受入加算 （無・有）

医療機関連携加算 （無・有）
口腔衛生管理体制加岱 （無・有）
可スクリー、ニング）Jil算 （無・有）

希取り介護加算 （無・有）

認知症専門ケア加算 （無・有）
(I) 
(11) 
(I)イ

サービス提供体制強化）Jn箕 （無・有） ー上(u）二) 
(Ill) 

-------
I 
I I 

介証職員処遇改善加算 （無・有） Ill 

IV 
V 

介護職員等特定処遇改善加算 （無．介）
I 
n 



ご亨瓢1旦額（口闊言悶I)
各種加算の状況

介護保険に係る利用料

（適用を受ける場合は、

市区町村から交付され

る「介護保険偵担割合

証」に記載された利用

者負担の割合に応じた

額）※l3

短期利用の設定 （知期

利用特定施設入居者生

活介護の届出がある）

※i4 

身体拘束廃止取組の有無

生活機能向上連挽加鉢

個別機能訓練）JU貸

若年性認知症入居者受入加算

医療機関連携加算

ロ腔衛生管理体制加算

栄梵スクリーニング加算

認知症専門ケア加算

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改薔加算

介誰職員等特｝と処遇改醤加節

無・有

（減筒型・駐．？閂型）

（無・有）

（無・有）

（無． h．)
（無・打）

（無・有）

（無・有）

（無． (I) 

有） (II) 

(I)イ

（皿"ヽヽ ． (I) ロ

有） (TI) 

(ill) 

I 

(4"IIF.ヽヽ． 
ll 
m 

有）
W 

V 

（無・廿）
J 

II 

※13 月額は、個別機能訓練加算、夜問看謹体制加算、医療機関達携｝Jl]算、認知症専！ll]ケア加算、サ

ービス提供体制強化加算及び介護職員処遇改弄加算を含めて記入する。

※14 短期利用特定施設人居者生活介護の届出がある場合には添付書類の別添2を添付する。

0添付書類：別紙2 「介護サービス等の一覧表」



別添1 サーピス付き高齢者向け住宅が提供するサービス等の一覧表

特定施設入居者生活介渡（介寝予防を含む）の指定 （ 蕪）

区 分 l 自 立 要支掻 9~2 要介注 1~5  

利用料金に含まれる 介サ活謹ー介予ビ護防スに特．よ定又りおは坦位供入利さ居用れ者輯る生金I 1 

＇ 
定り施提餃供入さ恩れ者生活介翌に

提供サーピスの別 その都度棺収するサーピス その都度徴収するサービス
るサービス、

その都度徴収するサーピス
サーピス 又は“利閂料金に含まれる

に含まれるサーピス サーピス

サービスの提供内容等 祖供方法（回散写） 提供方法（回麹等l 金麒（皐価） 撲供方法（回敷等l 塁供方法（回数等） ト金謂（皐価l 援供方法（回数等） 扱供方法（同数等）

t介護サービス

①回 L 
し lm9院～L7玲 有 巡阿3回渇・ 12唸、 l7踪

・夜間l7時～9閑 有 巡匡3阿22吋・ 1時.4時

竿R榊滝を助
有 3女 i660F'l 

l 
．捧覚介助 布 l回1月証 (Bに3回以上・) 330Pl/22. ooo円
•おむつ交換 有 1回（月額（日に3圏以J:.: 330円／22,uuo円 I 

•おむつ代 打 実費分

④入浴守

・情拭 有 112J／準価片付け戸内け 2. 2C0/3:;()円

ー・一般浴介駁； 有 9U,.:. コI 函""'',,可TT·,.,—f外 2, 200/330円

•特浴介助 焦

R兵辺介助

・体位交換 有 巡回時必要に応じて

・居宅からの移動 有 1固1月船 競0円／20.3勾円

・衣斑のを脱 有 ！回，‘月釦 550円/l6.SOO円

・打だしなみ介肋 有 l回，4が箪 550円，'l6,500円
アー 一 ~會一

R機能3II翻 熙

〇浬院の介助 有 ls分匹内車にて逆迎 岡四呻亨石h, 991 2,200円／峙間

⑥緊念峙対応 .、・
・ナース＝ール 右 逸宜対応

2．生活サービス

①家9F l 

・i附 有 沿紐I特別なj符~il I^ . Inlj'.円．、北Oh.I5 

・洗沿 有 1回 l. l00円

②居杢配I笞・下応 有 心弁的に必涙な万のみ

戸①代行容

ィ，• 外部委托 ．． 

・只物 有 1回 J!.Jり四

・役所手紋 烹

3．健廣管理サービス
・純点診断 鉦．．、＇

•他店相淡 令― 紐時対応

•生活指遵 存 即峙堕径

・医灼の往診 有 随時対応紹介も可 i 
4．入退院時．入院中のサービス
・医釈丹 有 II 

， 
ll l 

・移送サー・ピス 有 ]5分四内車にて送迎 函四N付さ如,,ふ叩完全”り 2,203Pl/時1111 II 

5 その他サービス

付き添いサーピス 打 !5分単位 ”0円

胄瘍・鼻腔栄養・腿鑑 有 月魯 52. 800円

インスリン接種（血精濶定） 右 月額 22. 000円

1看箋師による医療行為 有 15分）lt位 6601"l 

布団干し•取り込み {f 1回 550円、/[5,500円

来；け者への食：北提供 有 完全予約 単位円 畔IIIIPI匹叩ク~ II I 

注l)自立・妥支＆1~2・妥介;II~Sを区分した＆合は8区分となるが．促供号ービス内客が同 • .:である坦令令ば近宜．t1.l致のエ分を主とめることとして迫し文えない。
住2) 「提供サービスの"・11(1J「和i，可料企」とは、雨払公および月切利用料を指す。なお、特定施没入居者生活介漬（介，滋予防を含む）ヽ）柑定を受けていない屈合1:1、要支公・＇災介， ―公の罰士、 「利用料金に含すれるサービス」とするこ"・
注3) 各サーピスごとに必喰方法（回数~)及び金紅 lE用f.tl!!~)を明示すること．
注4) 上記のサーピス項日み外に．サー·ピス祝出たの状況、名に応じ｀渭T、項日の順f•Fの変直、項Hの追加符と行って足し支えない．
注5) rその他サーヒ‘ス」濶は・上四卜g)サーピスを必溢：こ応じて品人すること．

金額（皐ぽ）

］ 

I 




